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 －はじめに－ 

 

平成２６年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、平成

２７年４月から施行されています。この改正により地方公共団体の首長が、教

育、学術及び文化振興に関する総合的な施策となる「大綱」を策定することと

されました。 

そこで、平成２８年度からスタートする「平塚市総合計画」及び平成２７年

１月に策定した「平塚市教育振興基本計画“奏プラン”後期実施計画」を基本に、

総合的な教育施策の目標や施策の根本となる方針として「平塚市教育大綱」を

定めました。策定に当たっては、「総合教育会議」において、教育委員会の皆さ

んとさまざまな議論を行いました。 

新しい総合計画では、重点課題の一つとして「子育て支援」を掲げています。

教育分野においては「確かな学力の向上」や「教育環境の充実」、「地域の特色

ある文化資源の活用」などを主な事業として位置付けました。 

夢や希望が持てる明るい未来の礎を築くのは、子どもたちへの教育であると、

私は信じています。誇りと愛着を持てるまちづくりを進め、平塚市を「選ばれ

るまち、住み続けるまち」にしていくために“オール平塚”で、未来を担う子ども

たちを育んでいきましょう。 
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１ 大綱策定の趣旨 

大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、平成

27年度（2015年度）から地方公共団体の長が策定することとされたものです。 

その内容は、教育基本法第 17 条１項の規定に基づき、政府が策定する教育

の振興に関する施策についての基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、

当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、

その目標や施策の根本となる方針を定めることとされています。 

平塚市教育大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の

３第１項に基づき、平塚市の目指す基本的な教育、学術及び文化の振興に関す

る総合的な推進を図ることを目的に策定することとします。 

 

２ 大綱策定の考え方 

平塚市教育大綱は、平塚市総合計画の基本計画分野別施策１「豊かな心と文

化をはぐくむまちづくり」の具体的な姿である、「お互いを理解し、尊重し合え

る心のやさしさと、学びの意欲や豊かな感性をもったひとが育ち、人々の活発

な交流をとおしてひとの輪をつなげ広げていく、よろこびと活力にあふれたま

ちをめざす」を具現化するため、平塚市教育委員会が取り組んでいる教育振興

基本計画“奏プラン”後期実施計画を推進するにあたって、その方向性を示す

ものとします。 

 

３ 実施期間 

実施期間は、平成 28年度（2016年度）から平成 31年度（2019年度）の４年

間とします。 

なお、本市の総合計画や国、県及び社会情勢の動向等を踏まえ、適宜改定す

るものとします。 

第１章 平塚市教育大綱について 
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１ 基本理念 

「未来の礎を築く教育のまち平塚」 

 

２ 基本方針 

（１）確かな学力と豊かな育ちを培う教育環境の充実 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子どもの育ちを支援する環境の充実 

 

 

 

 

 

 

（３）芸術・文化やスポーツ活動にふれあう環境の充実 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの生きる力を育むため、知識・技能だけでなく、学習意欲や考

える力を含む「確かな学力」の向上を図るとともに、安心・安全で快適に学

べる環境を整備します。また、子どもたち一人ひとりの健全な心と体を培い、

豊かな人間性を育むとともに、人権を尊重した「いのち」と「こころ」を大

切にする教育を推進します。 

子どもや保護者の多様なニーズに対応するため、相談体制の充実を図ると

ともに、子育てを社会全体で支援する取組を進めます。また、子どもたち一

人ひとりの教育的ニーズを把握し、それぞれに合った適切な支援や援助に努

めます。 

生涯学習に対する市民ニーズに対応するため、多くの学習機会を提供する

とともに、様々な学習活動を支援し、豊かな生活をおくることができる地域

社会の実現をめざします。また、活力ある生き生きとした社会を形成するた

め、市民が様々な形でスポーツと関われる環境整備を進めます。 

第２章 平塚市のめざす教育 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市総合計画 

「平成 28 年度（2016 年度）から平成 35 年度（2023 年度）の８年間」 

 

基本理念 

『未来の礎を築く教育のまち平塚』 

基本方針 

「確かな学力と豊かな育ちを培う教育環境の充実」 

子どもたちの生きる力を育むため、知識・技能だけでなく、学習意欲や考える

力を含む「確かな学力」の向上を図るとともに、安心・安全で快適に学べる環境

を整備します。また、子どもたち一人ひとりの健全な心と体を培い、豊かな人間

性を育むとともに、人権を尊重した「いのち」と「こころ」を大切にする教育を

推進します。 

「子どもの育ちを支援する環境の充実」 

子どもや保護者の多様なニーズに対応するため、相談体制の充実を図るととも

に、子育てを社会全体で支援する取組を進めます。また、子どもたち一人ひとり

の教育的ニーズを把握し、それぞれに合った適切な支援や援助に努めます。 

「芸術・文化やスポーツ活動にふれあう環境の充実」 

生涯学習に対する市民ニーズに対応するため、多くの学習機会を提供するとと

もに、様々な学習活動を支援し、豊かな生活をおくることができる地域社会の実

現をめざします。また、活力ある生き生きとした社会を形成するため、市民が様々

な形でスポーツと関われる環境整備を進めます。 

実施期間 

  平成 28 年度（2016 年度）から平成 31 年度（2019 年度）の４年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市教育振興基本計画「奏プラン」後期実施計画 

『市民の学びをいかした生涯学習社会の実現』 

「平成 27 年度（2015 年度）から平成 31 年度（2019 年度）の５年間」 

 

平塚市教育大綱 
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